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① 変更内容

□ 希望する保育所等に入所できない場合は、育児休業の延長ができる。

□ 直ちに復職する。

② 変更時期

令和 年 月利用調整から変更

□ 短時間 （８：３０～１６：３０） ※求職活動中及び育休中の場合は短時間利用のみ

□ 標準時間

□ ① 同じ園での利用を希望する。（異なる園での利用を希望しない。）

□ ③

申 請 日 ： 年 月 日

過日申し込みました保育園入園について、次のとおり変更します。

保護者氏名

住 所 廿日市市

連 絡 先

申込児童の氏名及び生年月日

（平成・令和　　　年　　　月　　　日生）

【育児休業復帰に係わる変更の希望】

【保育利用時間区分の変更の希望】

【きょうだい同時に入園を希望の場合】

利用できる児童だけでも、利用を希望する。（一人でも利用を希望する。）

※　複数にチェックをされた場合やチェックがない場合は①を選択したものとして判断します。

※　②または③を選択した場合も、きょうだい同一園優先の利用調整を実施します。

※　ひとりだけ入園となった場合でも、就労開始や求職活動をすることが必要です。

【その他】

保育所等入所内容変更届

※保育所等の定員に空きある場合などは、入所と
なる場合があります。

※届出の締切は、変更を希望する月の前日の15日
です。15日が休園日の場合は15日より前の休園で
ない日となります。

□ ②
同園での利用ができない場合には、異なる園でもよい。ただし、一人
でも利用できない児童がいる場合は、同時に利用できるまで待つ。
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